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（ 公 印 省 略 ） 

危険物の規制に関する規則及び消防法施行規則の一部を改正する省令等の 

公布について（通知） 

「危険物の規制に関する規則及び消防法施行規則の一部を改正する省令」（令和元年総

務省令第３号）及び「平成二十六年消防庁告示第九号の一部を改正する件」（令和元年消

防庁告示第１号）が本日公布されました。 

今回の改正は、元号を改める政令（平成 31 年政令第 143 号）の施行に伴い、危険物の

規制に関する規則（昭和 34 年総理府令第 55 号）及び消防法施行規則（昭和 36 年自治省

令第６号）並びに消防法施行規則第四十四条の二第二項第二号及び別記様式第九号備考三

の規定に基づく自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものであることを

確認した試験結果に係る様式並びに試験の方法及び試験に使用した設備に関する事項（平

成 26 年消防庁告示第９号）に定める様式について、所要の規定の整備を行うものです。 

貴職におかれては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、各都道

府県消防防災主管部長におかれては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理する一部

事務組合等を含む。）に対しても、この旨周知されるようお願いします。 

記 

第一 改正内容に関する事項 

 元号を改める政令の施行に伴い、以下の法令に定める様式について、所要の規定の整備

を行うこと。 

・危険物の規制に関する規則

・消防法施行規則

・平成二十六年消防庁告示第九号

第二 施行期日に関する事項 

改正省令及び告示は、公布の日から施行すること。 

殿 

（連絡先） 
消 防 庁 予 防 課  担当：村田、池田 
TEL：03-5253-7523  FAX：03-5253-7533 
消防庁危険物保安室 担当：大越、辰川 
TEL：03-5253-7524 FAX：03-5253-7534 



 

 

 

 

 

令 和 元 年 ５ 月 

消防庁予防課・危険物保安室 

 

【概要】 

  元号を改める政令（平成 31年政令第143号。令和元年５月１日施行。）の施行に

伴い、危険物の規制に関する規則（昭和34年総理府令第 55号）及び消防法施行規

則（昭和36年自治省令第６号）に定める様式について、所要の規定の整備を行うも

の。 

 

【施行期日】 

公布の日 

元号を改める政令の施行に伴う危険物の規制に関する規則及び消防法施行規則の一部

を改正する省令について 
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令 和 元 年 ５ 月 

消 防 庁 予 防 課 

 

【概要】 

  元号を改める政令（平成 31年政令第143号。令和元年５月１日施行。）の施行に

伴い、平成二十六年消防庁告示第九号（平成26年消防庁告示第９号）に定める様式

について、所要の規定の整備を行うもの。 

 

【施行期日】 

公布の日 

元号を改める政令の施行に伴う平成二十六年消防庁告示第九号（消防法施行規則第四十

四条の二第二項第二号及び別記様式第九号備考三の規定に基づく自主表示対象機械器

具等に係る技術上の規格に適合するものであることを確認した試験結果に係る様式並

びに試験の方法及び試験に使用した設備に関する事項）の一部を改正する件について 
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